
■児童虐待の防止等に関する法律

（資料又は情報の提供）

第 13 条の 4　地方公共団体の機関及び病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童の医療、 

　福祉又は教育に関係する機関（地方公共団体の機関を除く。）並びに医師、歯科医師、保健師、

　助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童の医療、福祉又は教育に関連

　する職務に従事する者は、市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談所長か

　ら児童虐待に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他

　児童虐待の防止等に係る当該児童、その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供

　を求められたときは、当該資料又は情報について、当該市町村長、都道府県の設置する福祉事

　務所の長又は児童相談所長が児童虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限度で

　利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供することができる。ただし、

　当該資料又は情報を提供することによって、当該資料又は情報に係る児童、その保護者その他

　の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限り

　でない。


